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松
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石

一
九
七
六
年

(昭
和
五
十

一
年
)
、
思
い
が
け
な

い
機
会
が
あ

っ

て
台
湾
漢
族
の
調
査
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
ず

っ

と
調
査
研
究
し
て
き
た
沖
縄
は
、
中
国
、
殊
に
南
部
の
福
建
省
と
歴

史
的
に
関
係
深
く
、
文
化
的
に
比
較
す
べ
き
事
柄
が
多
く
興
味
深
く

思
っ
て

い
た
が
実
施
の
機
会
が
仲
々
な
か

っ
た
地
域
で
あ

っ
た
。

台
湾
は
日
本
と
非
常
に
近
い
。
沖
縄
の
最
西
端
与
那
国
島
か
ら
晴

れ
た
日

に
は
台
湾
が
見
え
る
し
、
殊
に
第
二
次
大
戦
終
了
ま
で
の
約

五
十
年
間
は
日
本
の
植
民
地
で
あ

っ
た
。
大
戦
中
沖
縄

の
八
重
山
で

は
多
く

の
人
々
が
米
軍
の
空
襲
を
さ
け
て
台
湾
に
疎
開
し
た
。
台
湾

に
職
を
求
め
る
若
者
も
多
く
、
石
垣
港
か
ら
船
に
乗
る
と
台
湾
北
部

基
隆
港
が
近
か

っ
た
。

漢
族
が
台
湾
に
移
住
し
て
く
る
以
前
、
台
湾
に
は
独
自
の
言
語
や

文
化
を

も

つ
多
く
の
原
住
民
が
生
活
し
て
い
た
。

一
七
世
紀
な
か

ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
植
民
地
を
求
め
世
界
に
進
出
し
た
そ
の

波
の
中
で
、
台
湾
は
オ
ラ
ン
ダ
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

の
頃
、
中
国
大
陸
で
も
南
部
の
福
建
省
や
広
東
省
の
漢
族
が
大
量
に

海
外
に
移
住
し
は
じ
め
て
い
た
。
当
時
、
中
国
は
そ
れ
ま
で
の
明
朝

が
清
朝
に
滅
ぼ
さ
れ
混
乱
し
て
い
た
。
明
の
遺
臣
鄭
成
功

(父
鄭
芝

龍
。
海
賊
の
頭
目
。
母
は
日
本
人
。
平
戸
の
人
)
は
、

一
六
六

一
年

台
湾
を
攻
め
て
オ
ラ
ン
ダ
人
を
追

い
払

い
、
台
湾
を

「反
清
復
明
」

の
基
地
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
清
朝
は
軍
を
送

っ
て
鄭
氏

一
派

の
台
湾
支
配
を
や
ぶ
り
、
台
湾
は
清
朝
の
支
配
に
お
か
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
台
湾
各
地
に
中
国
南
部
か
ら
の
漢

族
が
移
住
開
拓
し
、
原
住
民
を
山
地
に
追

っ
て
、
自
ら
は
土
着
し
て

い
っ
た
。

日
清
戦
争

の
結
果
、
台
湾
は
日
本
の
植
民
地
と
な

っ
た
が

一
九
四

五
年
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
そ
の
支
配
は
終

り
、
中
国
共
産
党
に
や

ぶ
れ
大
陸
を
追
わ
れ
た
蒋
介
石
国
民
党

一
派
が
や

っ
て
く
る
。
人
々

は
祖
国
復
帰

(光
復
)
で
あ
る
と
し
て
大
変

よ
ろ
こ
ぶ
が
現
実
に
は

国
民
党
に
よ
る

一
党
支
配
で
あ

っ
た
か
ら
、
人
々
を
全
く
幻
滅
さ
せ



た
。
こ
れ
ま
で
台
湾

に
住
ん
で

い

た
漢
族

は
本
省
人
、
国
民
党
に
し

た
が

っ
て
大
陸
各
地
か
ら
台
湾
に

や

っ
て
き
た
漢
族
を
外
省
人
と
呼

ん
で
区
別
し
、
少
数

(約
十
三
%
)

の
外
省

人
の
政
治
的
支
配

の
下
に

本
省
人
は
お
か
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
そ

し
て
、
半
世
紀
を
経
た

一

九
九
六
年
に
よ
う

や
く
直
接
選
挙

表1現 代台湾の人口比率

台灣省籍

閾南人 73.3

客家人 12%

原住民 1.7

大陸各省籍 外省人 13%

黄 宣 範 《語 言 ・瓧 會與族 群 意

識》1993年 。

 

に
よ
る
本
省
人
李
登
輝
が
総
統
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

図
1
に
示
す
よ
う
に
中
国
大
陸
か
ら
台
湾

へ
の
移
民
は
、
主
に
大

陸
南
部
か
ら
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
彼
ら
の
出
身
地
で
、
そ
れ
は

彼
ら
の
言
語
が
お
お
ざ

つ
ば
に
云
え
ば
中
国
語
で
あ
る
が
、
日
常
話

す
言
語
は
方
言
で
、
こ
の
下
位
方
言
は
互
い
に
通
じ
合
わ
な
い
。
福

建
省
か
ら
の
泉
州
人
、
障
州
人
ら
は
、
主
と
し
て
閾
南
語

(福
偖
語
)

を
、
広
東
省
の
梅
県
、
海
豊
か
ら
の
人
々
は
客
家
語
を
話
し

(約
十

二
%
)
、
主
と
し
て
台
湾
北
部
の
桃
園
、
新
竹
、
苗
粟
の
各
県
と
南

部
の
屏
東
県
な
ど
に
居
住
、
閏
南
語
を
話
す
人
々
が

(約
七
十
三
%
)

他
地
域

の
大
半
に
居
住
し
て
い
る
。
さ
ら
に
多
く
の
部
族
か
ら
な
る

原
住
民

は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
言
語
を
も
ち
、
さ
ら
に
五
十
年
前
に
や

っ

て
き
た
外
省
人
は
北
京
語
を
話
す
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
加
え
て
か

つ
て
の
日
本
の
植
民
地
時
代
に
は
、
日
本
語
が
国
語
と
し
て
教
育
さ

れ
、
今
度
は
国
民
党
の
時
代
に
な

っ
て
北
京
語
が
国
語
と
し
て
教
育

笠原政治 ・植野弘子編 『台湾 』1995。

図1大 陸 か ら台 湾へ の移 民

 

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
出
身
地
に
よ
る
言
語
の
相
違

に
加
え
て
、
若
い
世
代
は
北
京
語
、
老
人
の
中
に
は
日
本
語
を
話
す

者
が
あ
る
と

い
う
よ
う
に
、
移
住
史

の
背
景

に
政
治
状
況
が
多
く
の

問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
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台
湾

北
部
の
村
の
私
の
調
査
は
親
切
な
村
人
の
お
か
げ
で
楽
し
く

経
過
し
、
時
間
が
あ
る
限
り
毎
年
お
こ
な
い
、
そ
の
度
に
新
し
い
知

識
が
与
え
ら
れ
、
問
題
を
追
求
し
て
き
た
。
そ
し
て
現
在
ま
で
二
十

五
年
間
も
あ
き
る
こ
と
な
く
続
け
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
の
は

こ
の
台
湾
北
部
農
村
新
竹
県
C
鎮
A
里
の
場
合
を
と
お
し
て
人
々
の

生
活

の

一
端
を
知

っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

最
初
調
査
を
行

っ
た
こ
の
村
は
、
中
国
語
の
下
位
方
言
の
客
家
語

を
用
い
る
客
家
人
の
村
で
あ

っ
た
。
鎮
は
日
本
で
い
え
ば
郡
、
里
は

村
に
あ

た
る
。
漢
族
の
村
は
、

一
村
す
べ
て

一
つ
の
姓
で
な
り
た

つ

単
姓
村
と
複
数
姓
の
複
姓
村
が
あ
る
。
姓
は
日
本
と
異
な
り
自
己
の

出
自
を
も
の
が
た
る
も
の
で
、
父
系
社
会
で
あ
る
漢
族
の
場
合
、
同

姓
は
同
じ
父
系
の
先
祖
を

い
た
だ
く
者
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
「同

姓
不
婚
」
と

い
う
原
則
が
あ
り
、
同
じ
姓

の
者
同
志
は
結
婚
で
き
な

い
。
こ
れ
は
か
な
り
守
ら
れ
て
い
て
、
私
が
お
世
話
に
な

っ
た
C
さ

ん
の
場
合
、
三
百
組
ほ
ど
の
死
者
夫
婦
の
中
で
、
同
姓
婚
は

一
例
で

あ

っ
た
。
ま
た
、
言
語
、
習
慣
上
か
ら
、
客
家
間
の
通
婚
が

一
般
で

あ

っ
た
。

A
里
は
複
姓
村
で

(約
三
百
戸
中
、
三
十
七
姓
)
あ

っ
た
。
し
か

し
里
の
下
位
の
鄰

(字
)
の
単
位
で
い
え
ば
ひ
と

つ
の
鄰
す
べ
て

一

姓
と
い
う
例
は
あ
る
。

(A
里
の
R
姓
七
十
三
戸
は
同

一
鄰

の
住
民

で
あ

っ
た
)

日
本

の
伝
統
的
な
家
族
と
い
え
ば
、
先
ず

一
組
の
親
夫
婦
と
子
夫

婦
と
そ
の
子
の
三
世
代
直
系
家
族
を
考
え
る
。
現
在
は
核
家
族
そ
の

他
様
々
な
形
態
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
居
住
、
生
計
、
家
産
、

子
や
老
親
の
養
育
や
扶
養
、
祭
祀
な
ど
、
様

々
の
機
能
を
共
有
す
る

社
会
的
単
位
ど

い
う
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
漢
族
の
場

合
家
と

い
う
単
位
は
、
日
本
人
と
似
て
い
る
が
様
々
の
点
で
異
な

っ

て
い
る
。

生
活
空
間

台
湾
農
村
の
漢
族
の
家
屋
基
本
配
置
は
図
2
の
よ
う
に
な
る
。
現

在
は
立
体
化
な
ど
様

々
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。

(A
)
は
最
も
簡
単
な
型
。
中
央
の
正
庁
に
は
祭
壇
が
あ
り
、
神

々

や
祖
先
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
。
祖
先
の
写
真
や
来
客
用
の
椅
子
、

テ
ー
ブ
ル
が
あ
り
、

一
族
の
共
有
す
る
部
屋
で
あ
る
。
死
者
は
こ
の

部
屋
で
死
を
迎
え
る
。
正
庁
の
左
右

の
部
屋

(房
)
は
台
所
、
寝
室

な
ど
で
あ
る
。

(B
)
家
族
の
人
数
が
ふ
え
る
と
、
左
右
に
部
屋
を
ふ
や
す
。

(C
)
さ
ら
に
人
数
が
ふ
え
る
と
、
直
角
方
向
に
多
く
の
部
屋
を
も

つ
護
龍
を

つ
く
り
、
次
々
に
護
龍
を
増
加
さ
せ
、
敷
地
の
広
さ
の
よ

っ
て
上
に
階
を

の
ば
し
た
り
、
近
く
の
屋
敷
地
に
建
て
た
り
す
る
。

以
前
は
多
く
日
ぼ
し
赤
煉
瓦
作
り
で
、
窓

は
小
さ
く
薄
暗
い
空
間

で
、
夏
は
涼
し

い
。
房
に
は
寝
台
や
家
具
が
お
か
れ
、
普
通
夫
婦
単

位
の
空
間
で
あ
る
。
台
所
の
熱
源
は
、
薪
の
他
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が

一

般
で
あ
る
。
薪
を
用
い
る
大
き
な
カ
マ
ド
で
は
常
に
大
鍋
に
湯
が
た

ぎ
り
、
食
物
を
蒸
し
て
あ

っ
た
め
た
り
、
飲
用
、
浴
用
な
ど
に
用
い

ら
れ
る
。
冷
た

い
ご
飯
を
好
ま
な
い
台
湾
で
電
気
釜
は
現
在
農
村
の

一3一



郭 中端 ・堀 込憲二 《中国人の街づ くり》1980。

図2農 家 形態 の変 化

家
に
は
必
ず
あ
る
道
具
で
あ

る
。T

氏
家
屋

私
が
最
初
か
ら
お
世
話
に
な

っ
て
い
る
T
さ
ん
の
家
屋
は
図

3
の
よ
う

で
あ

っ
た
。
T
さ
ん

の
来
台
祖
先
は
図
4
に
示
し
た

十
二
代
懐
占
公
で
あ
る
。
苦
難

を
経
て
台
湾
に
土
着
、
子
孫
で

あ
る
T
さ
ん
達
十
七
世
は
現
在

の
A
里
に
第
二
次
大
戦
中
に
や

っ
て
き
た
。
A
里
は
肥
沃
な
水

田
地
帯
で
良
い
米
が
年
二
回
と

れ
る
。
当
時
こ
の
地
域
で
は
農

地
の
多
く
は
地
主
が
所
有
し
、

農
民
は
小
作
人
が
多
か

っ
た
。

か

つ
て
の
日
本
で
は
地
主
と
小

作
人
は
代
々
隷
属
関
係
に
あ

っ

た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
異
な

り
、
地
主
は
よ
り
良
い
小
作
料
を
納
め
る
小
作
農
民
と
契
約
を
む
す

ぶ
と

い
う
の
が

一
般
で
、
秋
の
収
穫
が
終

っ
た
年
末
に
な
る
と
、
別

の
地
主

の
も
と
に
移
転
す
る
小
作
農
民
が
荷
車
に
家
財
を
積
ん
で
移

る
様
子
が
よ
く
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
T
さ
ん
は
A
里
の
水
田

図3小 作人家屋の住み方(T氏)

図4子 孫関係T姓

一4一



地
主
で
あ

っ
た
大
き
な
廟
の
小
作
人
に
な
り
こ
の
地
に
住
む
よ
う
に

な

っ
た
。
廟
の
小
作
人
に
は
住
居
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
房
に
多
く
の

小
作
人
が
す
む
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
T
さ
ん
五
兄
弟
の
中
、
三
兄

弟
が
小
作
人
と
な

っ
て
こ
の
護
龍
に
分
居
し
た
。
第
二
次
大
戦
が
終

了
し
日
本
は
撤
退
、
ま
も
な
く
日
本
と
同
様
台
湾
も
農
地
解
放
が
お

こ
な
わ
れ
た
が
、
T
さ
ん
の
地
主
の
廟
は
こ
れ
を
の
が
れ
、
今
も
な

お
地
主
を

つ
づ
け
、
旧
小
作
人
は
水
田
の
耕
作
権
と
、
家
屋

・
屋
敷

地
の
居
住
権
を
所
有
し
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
大
き
な

小
作
人
用
家
屋
に
は
、

一
九
七
八
年
当
時
T
さ
ん
三
兄
弟
の
四
世
帯

と
、
他

の
小
作
人
福
建
人
の
Y
さ
ん

(十
二
世
帯
)
が
住
ん
で
い
た

(現
在

Y
さ
ん
は
十
六
世
帯
百
人
余
)

居
住
状
況

事
例

1

T
姓

で
こ
の
廟

の
小
作
人
に
な

っ
た
の
は
、
十
七
世
第
二
子
、
第

四
子
、
第
五
子
の
三
人
で
こ
の
第
二
子
、
第
五
子
か
こ
の
小
作
人
用

家
屋
に
住
み
、
第
四
子
は
同
屋
敷
内
の
別
宅
に
住
ん
で
い
る
。

第
二
子

(N
)
に
は
四
人
の
男
子
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
長
男
、
三

男
は
農
業
を
営
み
、
小
作
人
用
家
屋
に
住
み
、
他
の
子
ら
は
農
業
に

つ
か
ず
別
地
に
住
ん
で
い
る
。
(二
男
は
他
家
に
入
夫
、
四
男
は
商

業
)。
第
二
子

(N
)
の
妻
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
て
、
(N
)
は
カ

マ
ド
分
け

(財
産
分
割
)
し
、
家
屋
を
長
男

(
K
)
と
三
男

(W
)

に
分
け
、
自
ら
は
三
男

(W
)
の
家
屋
に
住
み
、
食
事
は
長
男

(K
)

の
家
で
食
べ
、
他
の
二
人
の
子
ら
は
、
事
あ
る
毎

に
費
用
を
出
し

た
。
数
年
後

(N
)
は
死
亡
し
た
。

現
在
、
(N
)
の
長
男

(K
)
の
妻
も
死
亡
、
カ
マ
ド
分
け
は
し

て
い
な
い
が
、
(K
)
は
長
男
の
妻
と
そ
の
子
と
同
食
し
、
同
屋
敷

内
の
別
家
屋
に
住
ん
で
い
る
。
そ
の
長
男
は
仕
事
上
、
他
市
に
住
ん

で
い
る
。

T
姓

(十
七
世
)
第
五
子

(C
)
さ
ん
の
場
合
、

一
九
七
八
年
当

時
の
世
帯
は
図
5
の
よ
う
構
成
で
あ

っ
た
。

十
七
世
親
夫
婦

(C
さ
ん
夫
婦
)
と
、
そ

の
二
男
夫
婦
と
そ
の
子

(五
人
)
、
五
男
の
夫
婦
と
そ
の
子

(
一
人
)
そ
れ
に
台
北
に
住
む
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
長
男
の
子

(
一
人
)、
婚
出

し
た
娘
と
そ
の
子

(二

人
。
娘
の
夫
が
海
外
赴
任
の
た
め
)
。
(私
は

こ
の
家
に
世
話
に
な
っ

た
)
。

長
男
、
三
男
、
四
男
は
遠
方
に
住
み
、
五
男
は
同
居
で
あ
る
が
遠

方
勤
務
の
た
め
房
は
あ
る
が
常
住
せ
ず
時
々
帰

っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
三
世
代
三
夫
婦
、
親
夫
婦
と

二
組
の
子
夫
婦
と
孫
娘

ら
の
拡
大
家
族
で
あ

っ
た
C
さ
ん
の
家
は
、
C
さ
ん
が
家
長
と
し
て

決
定
権
を
も

っ
て
い
た
。

こ
の
十
七
世

(C
)
さ
ん
は
数
年
後
死
亡
、
カ
マ
ド
分
割
が
お
こ

な
わ
れ
、
話
し
合

い
の
結
果
農
地
は

(C
)
さ
ん
と
同
居
し
て
い
た

農
業
を
営
む
二
男
が
す
べ
て
相
続
し

(他
兄
弟
は
放
棄
)
、
母
は
こ

れ
ま
で
の
と
お
り
二
男
と
共
に
住
み
食
べ
、
食
費
は
他
の
兄
弟
全
員

が
平
等
に
負
担
し
た
。

そ
の
後
亡
く
な

っ
た
十
七
世
C
さ
ん
の
妻
も
死
亡
、
十
八
世
C
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図5T姓C世 帯の変化

さ
ん
二
男
の
世
帯
は
、
十
八
世

(二
男
)
夫
婦
と

一
組
の
子
夫
婦
と

そ
の
子

(
一
人
)、
十
八
世
夫
婦
の
未
婚
の
娘

(二
人
)
の
直
系
家

族
七
人
と
な

っ
た
。

[

事
例
2

図
6

表
2

一
九
七
八
年
当
時
、
R
姓
五
兄
弟
は

一
男
、
三
男
、
四
男
が
同

一

家
屋

(
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ニ
階
建
)
に
、
二
男
は
近
く
の
別
屋
に
住

み
、
五
男
は
他
所
で
商
売
を
営
ん
で
い
た
。
五
人
兄
弟
の
父
死
亡
に

よ
り
カ
マ
ド
分
け
し
た
結
果
で
あ
る
。
カ
マ
ド
分
け
で
重
要
な
の
は

農
地
、
家
屋
と
中
庭
な
ど
屋
敷
地
、
母
の
扶
養

で
あ
る
。

長
男

田
八
分
地
と
中
庭
三
分
の

一
と
家

屋
三
分
の

一
を
相
続
。

一
年
お
き
に
母
が
同
居
、
同
食
。

一
年
お
き
に
母
が
相
続
し
た
田
を

耕
作
し
、
母
の
食
費
と
し

て
三
男
に
出
す

。
(八
分
地
は

一
甲
歩

(二
九
三
四
坪
)
の
八
割
。
約
二
四
〇
〇
坪
)

二
男

田
八
分
地
相
続
。
家
屋
は
別
の
自

己
の
田
の
中
に
建

て

た
。
こ
の
家
の
費
用
は
、
分
財
前
に
田

(四
分
地
分
)
を
売
り
そ
れ

で
建
て
た
。
毎
年
、
母
の
田
を
耕
作
し
、
母
の
食
費
と
し
て

一
男
或

い
は
三
男
に
出
す
。

三
男

田
八
分
地
、
家
屋
三
分
の

一
と
中
庭
三
分
の

一
を
相
続
。

一
年
お
き
に
母
と
同
居
同
食
。

一
年
お
き
に
母
の
田
を
耕
し
、

一
男

に
食
費
分
と
し
て
出
す
。
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[居住状況][5子 関係]

回

[4][3][2][1][5]

図6R姓 居住状況1978年4世 帯19名

表2分 財と扶養

＼ [1] [2] [3] [4] [5] 母

田 8(分 地) 8 8 8 4 2

家 屋 同 屋 別 屋 同 屋 同 屋 別 屋
① と③

一年ずつ

扶 養

隔年母

同居 同食

耕作

母の田耕作

(母の食糧)

隔年母

同居 同食

耕作

母 の田耕作

(母の食糧)

母の田耕作

(母の食糧)

※母 の田は子が交代で耕作。死亡後は5人 で分 ける。

四
男

田
八
分
地
、
中
庭
三
分
の

一
、
家
屋
三
分
の

一
を
相
続

し
、
毎
年
母
の
田
を
耕
作
し
、
母
の
食
費
と

し
て

一
男
或
い
は
三
男

に
出
す
。

五
男

田
四
分
地
相
続
。
別
の
町
に
商
店
を
出
す
。
相
続
し
た
田

は
四
分
地
で
あ
る
が
、
出
店
の
費
用
は
他
兄
弟
も
負
担
し
た
。
母
の

田
を
耕
し
、
母
の
食
費
と
し
て

一
男
或
い
は
三
男
に
出
す
。

母

田
二
分
地
を
相
続
。
耕
作
は
五
人

の
子
が
交
代
で
お
こ
な

う
。
死
亡
後
は
、
五
人
兄
弟
で
分
け
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
母
が

一
男
、
三
男
の
家
に
隔
年
で
同
居
同
食
し
て

い
る
の
は
、
住
ま
い
が

近

い
こ
と
、
仲
が
良

い
か
ら
と

い
う
。

漢
族
に
お
い
て
は
、
子
が
親
に
対
し
孝
を

つ
く
す
こ
と
が
道
徳
の

基
本
で
あ
り
、
そ
の
た
め
理
想
の
家
族
は
、
息
子
た
ち
が
結
婚
後
も

親
と
共
に
住
み
、
ひ
と

つ
屋
根
の
下
に
親
子
兄
弟
仲
良
く
生
活
す
る

大
家
族
の
形
態
が

「
四
世
同
堂
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
A
里
で
の
カ

マ
ド
分
け
は
、
多
く
の
家
長
が
死
亡
後
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ま
で
の

一
時
期
は
大
家
族
の
形
を
と
る

こ
と
が
み
ら
れ
る
が
、

事
例
1
の
よ
う
に
そ
れ
は
或
る
期
間

一
組
の
親
夫
婦
と
、
二
組
の
子

夫
婦
と
そ
の
子
ら
、
及
び
婚
出
し
た
娘
と
そ
の
子
、
未
婚
の
娘
ら
な

ど
に
よ
る
大
家
族
で
あ

っ
た
。
し
か
し
実
際

に
は
二
組
の
子
夫
婦
の

中
の

一
組
は
、
遠
方
に
住
む
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
時
々
家
に
帰
り
、
妻
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(嫁
)

は
家
事
は
少
し
手
伝
う
に
過
ぎ
な
い
。
家
長
死
亡
後

の
分
割

相
続
は
、
こ
れ
は
同
時
に
房
の
独
立
、
子
世
帯
の
分
立
で
、
こ
れ
は

事
例

二
で
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
家
族
は
家
族
形
態
の
変
化

の

中
で
必
然
的
に
た
ど
る

一
つ
の
形
で
あ
り
永
続
的
な
大
家
族
の
形
態

の
存
続
と
し
て
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
こ
に
は

長
男
優
先
相
続
は
な
く
あ
く
ま
で
兄
弟
均
分
の
原
則
が
あ
る
。

位
牌

と
墓

家

屋
は
カ
マ
ド
分
け
に
よ

っ
て
平
等
に
均
分
さ
れ
る
が
、
中
央
に

あ
る
正
庁
は
分
割
さ
れ
ず
共
有

の
公
的
空
間
で
あ
る
。
正
庁
の
祭
壇

に
は
、
位
牌
や
信
仰
す
る
神

々
の
像
が
お
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
香
炉

を
す
、え
て
拝
々
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
位
牌
を
祀
る
た
め
に

一

ヶ
所

の
大
き
な
祖
堂
に
代

々
の
位
牌
を
安
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、
A

里
に
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
祖
堂
を
も

つ
宗
族
は
三
ヶ
所
あ
る
。
T

姓
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
祖
堂
は
な
く
、
来
台
以
来
の
多
く
の
人
々

の
位
牌

は
、
少
数
の
個
々
に
祀
る
人
の
ほ
か
は
、
二
ヶ
所
に
分
か
れ

て
祀
ら
れ
、
そ
の

一
ヶ
所
が
T
姓
C
さ
ん
の
家
屋
の
正
庁
で
あ
る
。

一
ヶ
所

に
大
き
な
祖
堂
を
も
ち
た
い
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
実
現
し

て
い
な

い
。
現
在
、

一
年
に

一
度
位
牌
の
子
孫
が
集
ま
り
拝

々
す

る
。

こ
の
時
人
々
は
個
々
に
供
物
を
持
ち
よ
り
、
持
ち
帰
り
方
式

で
、
夫

々
が
平
等
に
祭
祀
を
果
た
す
と

い
う
考
え
が
あ
る
。

位
牌

に
は
祖
先
の
霊
魂
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
死
ん

で
肉
体
を
離
れ
た
霊
魂
は
様
々
の
葬
送
儀
礼
を
経
て
最
終
的
に
こ
の

世

(陽
間
)
に
あ
る
正
庁
祭
壇
に
安
置
さ
れ
る
。
漢
族
の
霊
魂
観
か

ら
す
る
と
人
の
霊
的
存
在
は
複
数
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
魂
と

魄
、
三
魂
七
魄
な
ど
様

々
云
わ
れ
て
い
る
。
位
牌
に
ま
つ
ら
れ
て
い

る
の
は
そ
の
魂
の
ほ
う
な
の
だ
。

一
方
、
魄
と
関
係
す
る
の
は
死
者
の
肉
体
を
ま

つ
る
墓
で
あ
る
。

台
湾
の
漢
族
は
閾
南
人
、
客
家
人
の
何
れ
も

、
ご
く

一
部
を
除
き

一

般
に
二
重
葬
を
お
こ
な
う
。
日
本
で
は
沖
縄

で
か
つ
て
は

一
般
で
あ

っ
た
洗
首
す
る
葬
法
に
似
た
方
法
で
あ
る
。
棺
に
納
め
た
死
者
を
土

葬
し
、
数
年
た

っ
て
骨
化
す
る
の
を
待
ち
、
再
び
掘
り
出
し
て
き
れ

い
に
し
て
カ
メ
に
納
め
、
こ
れ
を
最
終
的
な
あ
の
世

(陰
間
)
の
墓

に
納
め
る
の
で
あ
る
。
吉
葬
と
よ
ば
れ
、
こ
の
墓
が
祖
先
の
魄
を
象

徴
す
る
骨
を
納
め
る
も

の
で
位
牌
に
対
す
る

一
方
の
祖
先
と
し
て
子

孫
が
拝
々
す
る
の
は
こ
の
墓
で
あ
る
。
こ
の
二
次
墓
は
死
者
に
ふ
さ

わ
し
い
良
い
風
水
の
地
に
作
ら
れ
る
た
め
本
来
は

一
人

一
人
別
々
の

地
に
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
夫

婦
単
位
が
多
か

っ
た
が

こ
の
た
め
墓
は
各
所
に
散
在
し
、
交
通
不
便

の
時
代
に
は
特
に
墓
参

り
が
大
変
だ

っ
た
。
ま
た
墓
参
り
に
際
し
、
供
物
を
墓
の
祖
先
と
墓

の
土
地
神
と
二
組
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
も
負
担
だ

つ

た
。現

在
で
は
種
々
の
理
由
か
ら
火
葬
が
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
火
葬
し
た
骨
灰
を
墓
に
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
A
里
で
は
火
葬

は
少
な
い
。

と
こ
ろ
が
数
十
年
前
か
ら
A
里
の
あ
る
新
竹
県
や
隣
の
桃
園
県
な
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ど
で
塔
と
よ
ば
れ
る
巨
大
な
墓
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
祖
先

の

骨
ガ
メ
の
す
べ
て
を

一
ヶ
所
に
納
め
る
方
法
が
盛
行
し
て
き
た
。
T

姓
の
場
合
で
み
る
と
、

一
九
六

一
年
百
個
ほ
ど
の
骨
カ
メ
が
納
ま
る

塔
を
造

っ
た
。
し
か
し
三
十
年
経

っ
て
骨
が
入
り
き
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で

一
九
九
二
年
更
に
大
き
な
墓
を
新
築
し
た
。
約
六
百
箇

の
骨

ガ
メ
が
納
ま
る
こ
の
塔
に
は
当
時
家
長
の
多
く
を
占
め
る
十
入
世
の

人
々
が
均
等
に
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
メ
を
お
く
場

所
の
権
利
を
も
つ
こ
と
に
な

っ
た
。
費
用
を
負
担
し
な
い
者
は
こ
の

墓
を
使
用
す
る
権
利
は
な
い
。
こ
の
塔
の
新
築
に
よ

っ
て
十
八
世
は

勿
論
十
九
世
ま
で
の
骨
は
大
体
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
で
も
す
で
に
将
来
の
不
足
が
わ
か

っ
て
い
る
。
現
在
二
十

一
世
ま

で
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
沖
縄
の
場
合
は
三
十
三
回
忌
を
も

と
に
骨
は
墓
の
奥
の
場
所
に
カ
メ
か
ら
出
し
て
合
葬
し
カ
ミ
に
な
る

と
し
て
い
て
、
永
久
に

一
人
ず
つ
の
カ
メ
に
入
れ
て
安
置
す
る
こ
と

は
な

い
。
し
か
し
A
里
で
は
個
々
の
祖
先
は
永
久
に
個
性
を
示
す
存

在
で
あ

る
。

塔
の
中
の
金
斗
に
は
、
父
系

の
男
性
ら
の
骨
と
そ
の
配
偶
者
で
あ

る
女
性
ら
の
骨
が

一
定
の
方
式
で
納
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
塔
の

中
の
、
人
々
が
祖
先
と
し
て
拝
々
す
る
陰
祖
と

い
う
こ
と
な
る
。

漢
族

の
社
会
は
父
系
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
人
は
骨
を
父
か
ら
、
肉
や
血
を
母
か
ら
と
い

う

「父
骨
母
血
肉
」
の
観
念
が
あ
り
、
父
系
の
祖
先
を
同
じ
く
す
る

親
族
組
織
宗
族
は
、

つ
ま
り
同

一
の
父
系
の
骨
を
共
有
す
る
人
々
の

集
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
葬
送
儀
礼
か
ら
す
る
と
死
者
の
肉
や

血
は
腐

っ
て
失
せ
、
骨
の
み
が
残

っ
て
拾

い
あ
げ
ら
れ
、
金
斗
に
納

め
ら
れ
る
。
金
斗
を
祀
る
墓
は
、
代

々
の
父
に

つ
な
が
る
骨
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
祖
先
の
象
徴
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
父
よ
り
骨
を
い
た
だ
く
も
の
は
、
息
子
と
娘
の
両
方

で
あ
る
が
、
墓
に
娘
の
骨
や
、
同
姓
の
女
性
が
祀
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
同
姓
不
婚
の
原
則
か
ら
、
同
じ
祖
先
の
骨
を

い
た
だ
く
者
同
士

結
婚
で
き
な
い
。
ま
た
女
性
は
必
ず
結
婚
し
て
自
分
の
集
団
か
ら
出

て
行
き
、
他
姓
の
夫
の
子
を
生
み
、
そ
の
子
は
自
ら
と
異
な
る
夫
の

骨
の

一
族
と
な
り
、
女
性
は
そ
の
子
ら
に
よ

っ
て
祀
ら
れ
る
。

一
方
男
性
は
結
婚
し
て
男
子
を
得
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
将
来
祖
先

と
な
り
、
骨
の
継
承
の
永
続
性
が
は
か
ら
れ
安
定
す
る
。
子
が
な
い

場
合
は
父
系
の
男
性
を
養
子
に
す
る
道
も
あ

る
。

墓
に
納
め
ら
れ
て
い
る
女
性
の
金
斗

の
骨

は
こ
の
よ
う
に
共
有
す

る
代
々
の
父
系
の
骨
を
得
る
た
め
に
必
要
な
他
系
よ
り
嫁
入
り
し
た

女
性
の
骨
で
あ
る
。
金
斗
に
は
女
性

の
骨

の
出
所
を
示
す
姓
の
み
が

書
か
れ
、
個
性
を
示
す
名
は

一
般
に
書
か
れ
な

い
。
こ
れ
は
位
牌
の

場
合
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
女
性
は
必
ず
結
婚
し
て
他
系

の
男
性
の
墓
に
祀
ら
れ

る
必
要
が
あ
る
。
死
亡
し
た
未
婚
の
女
性

の
た
め
の
位
牌
婚
は
、
こ

う
し
た
女
性
の
霊
魂
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で

(し
ば
し
ば
こ
の
種

の
霊
魂
は
災

い
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
た
)、
位

牌
同
士
、
或

い
は
生
き
て
い
る
男
性
が
相
手

の
場
合
も
あ
る
。
こ
の
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よ
う
な
位
牌
婚
は
A
里
で
は
か

つ
て
は
あ

っ
た
と

い
う
事
だ

っ
た

が
、
多
く
は
第

一
次
葬
の
ま

・
に
な
る
か
、
拾
骨
後
、
金
斗
を
寺
の

塔
に
あ
ず
け
供
養
し
て
も
ら
う
方
法
を
と
る
。
祖
先
と
し
て
祀
ら
れ

る
こ
と

は
な
い
。

事
例

に
示
し
た
よ
う
に
カ
マ
ド
分
け
を
う
け
る
権
利
は
息
子
に
あ

る
が
娘

に
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
息
子
は
親
の
扶
養
や
祖
先
祭
祀
の

義
務
を
も

つ
の
で
あ
り
娘
に
は
こ
の
義
務
は
な
い
。

A
里

で
興
味
深
く
思

っ
た
こ
と
は
養
女
の
事
例
で
あ

っ
た
。
C
さ

ん
の
妻
は
養
女
で
あ

っ
た
女
性
で
、
K
さ
ん
の
妻
も
や
は
り
養
女
に

や
ら
れ
た
女
性
で
あ

っ
た
。
養
女
に
す
る
目
的
の
多
く
は
、
将
来
息

子
の
妻

に
す
る
た
め
で
、
幼
児

の
養
女
は
、
謝
礼
も
安
く
、
成
長
し

て
家
の
役
に
も
立
つ
。
息
子
の
妻
に
す
る
時
、
妻
方
に
払
う
金
額
も

少
な
く

て
す
む
。
し
か
し
、
息
子
と

一
緒
に
育

っ
た
養
女
が
必
ず
し

も
息
子

の
妻
に
な
ら
な
い
場
合
も
多
く
、
別
の
夫
を
求
め
て
婚
出
す

る
こ
と
も
多
か

っ
た
。
養
女
は
現
在
の
例
と
し
て
は
余
り
聞
か
な
い

が
、
C
さ
ん
や
K
さ
ん
の
時
代
に
は
か
な
り
あ
り
、
娘
と
し
て
の
女

性
の
側
面
を
も
の
が
た
る
。

こ
の
よ
う
に
A
里
の
調
査
を
通
し
て
様
々
な
興
味
深
い
問
題
を
追

求
す
る
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
、
日
本
本
土
や
沖
縄
と
比
較
し
、
同
時
に

年
月
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
問
題
を
解
決
し
た
り
、
新
た
な
問

題
を
展
開
さ
せ
た
り
し
て
き
た
こ
と
を
感
慨
深
く
思

っ
て
い
る
。

(う
え
ま
つ

あ
か
し

・文
化
人
類
学

・
民
俗
学
)
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